
司法研修所との合同実施状況一覧表（平成28年度～令和2年度） 資料6

(202012.24総研）年 度 H28 H29 H30 R元 R2

実施本数 6 8 6 6 2

参加人員 394 485 419 408 150

年度
研修等の名称
（ テ－マ等）

実施時期
(合同実施日数）

参加
人員

備考

28

管理者研究会（支部運営）
(本庁と支部の連携について）
、q■ー‐q■4■q■ロ●｡－つ4■q■‐■■P。■。■ｰ‐ー‐一参一一‐q■q■q■4■‐‐一一一一‐の一。■‐｡｡‐。■。■｡一●←‐一●‐‐q■ロー‐4■q■q■ー‐q■■■ーq■＝ー一一一ー一つ一一＝ーq■■■q■1■‐ロﾛ■ロー■■‐｡ー‐‐ーq■‐■､‐ー‐■ーq■q■

民事実務（阪訟）研究会
(民事立会部における裁判官と書記官の協働について）
■■■つー■■一一一一一｡q■‐‐‐q■‐‐■卜 4■‐q■q■‐ー一■■ー－－－ー一つーq■4■‐ー一ーーq■ー‐‐‐‐一ー‐。■｡‐つ一一q■q■‐■■ー＝ーq■■■■■＝■■ー■■ーー一一一－一q■一一一一一一つ‐一■P‐q■‐q■‐一一口｡‐■■＝＝ー－－q■一ー

刑事実務研究会
(刑事事件における裁判官と書記官の協働について）
■ーー一一口＝｡■q■｡‐一一4■‐4■‐4■‐｡‐一-一一‐一－－－一一一-一■P‐q■q■‐‐‐‐一‐‐一一一一一一一一一4■‐ー‐‐‐一一ーー－1■q■■■一一一■■凸一一一一q■。－.■q■一一q■一一q■4■q■‐一‐‐一一■■■■■■－‐ｰ一一一一つ一一一一一‐

家事実務研究会
(家庭裁判所の機能充実に向けた職種間連携～家事審判と家事調停との連動の観点から～）
■q■ロロ■■｡●｡●q■●●｡｡●4■｡●4■｡‐4■‐｡｡｡ローl■ロ■｡｡●●｡｡●、のロロロロ⑤■4■○口一口●Ⅱ■ロロつ｡‐Q■■画色ロ｡ｰロロppq■ｰ‐○つ口｡‐‐4■ロロロ■■■｡■｡●●●画q■｡｡q■ロロ｡｡●1■1■｡｡‐･色｡‐‐‐ロロ■のロロローーー‐■｡■

家事特別研究会
(成年後見制度の趣旨等を踏まえた後見等監督の在り方，家庭裁半11所における不正対応の在り方）

■■b q■‐q■｡■‐q■1■ 1■q■口■pp－4■｡‐｡●■I q■q■ロロ｡ローー‐‐q■■､ ■■■ロ1■｡●●‐｡●｡●‐‐~●●q■q■q■q■q■‐ー1■‐U■q■ ﾛ■q■‐ーq■q■＝q■q■q■q■q■q■‐q■q■q■‐‐‐｡■｡■‐つ■｡⑤｡q■｡■q■■I q■ q■I■q■口4■1■■､■P■D 1

少年実務研究会
(少年審判の機能充実に向けて～職種間連携を中心にして～）

5/24～25

(1日間）

5/18～19

(1日間）

11/8～9

(1日間）

11/30～12/2

(2日間）

10/12～13

(1.5日間）

9/14～16

(1.5日間）

次書15

次調15

次長15
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H24～合同実施

Hl6～合同実施（H23を除

〈）

Hl6へH19， H25～合同実施

H16， Hl9～合同実施

H24～合同実施

H17， H18， H20～合同実施

管理者研究会（支部運営）
(本庁と支部の連携について）
■ｰ｡‐‐‐＝‐4■■一一一一■■■■ーー■■■■ーー一一一ー一一一‐--ーーI■■一－一一ーー一一I■■ー一一■■一一■■ー‐‐‐一口‐‐■‐‐ロー‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐■■一一一一~ーー‐一一ー一一ーーー‐一ー一一一一ーーー‐一一一‐‐一一‐‐ｰ‐ー‐‐‐

民事実務（翫舩）研究会
(民事立会部における裁判官と書記官の協働について）
巳一一■■■■■■■■■■一ー一一＝ーーー凸一一一一■■＝－－－一■■■■ー■■＝ー＝－－ー■■一一＝一一－－－■■■■＝■■－－■■■■－■■■■＝■■■■■■ー－＝＝一一■■ ■■ー■■■■-■■ ■■－＝■■＝ー＝ーーー一一一一一一一一ー一ー－‐ーー

民事実務（保腫命令）研究会
(配偶者暴力等に関する保護命令事件を適正かつ迅速に処理するための裁判官と書記官の協働について）

吟一一一■■■■■■＝＝■■■■■■ーー■■■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■ー■■一一‐■■h－1■、 ■■■■‐ー■■ー■■ I■■ ■■■■■■■■■■■■ー■■■■■■ー■■■■■■■■■■ー■■■■ ■■ー■■■■ー■■＝■■ー■■■■■■■■

刑事実務研究会
(刑事事件における裁判官と書記官の協働について）
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家事実務研究会 。
(家庭裁判所の機能充実に向けた職種間連携）
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家事特別研究会
(後見等監督の運用上の課題について）
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少年実務研究会
(少年審判の機能充実に向けた職種間連携）
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少年特別研究会
(改正少年審判規則の運用の在り方について）

5/24～25

（1日間）

5/30～31

（1日間）

l/25～26

(1.5日間）

11/28～29

(1日間）

11/7～11/9

(1.5日間）

10/11～12

(1.5日間）

9/13～15

(1.5日間）

6/14～15

(2日間）

次書15

次調15

次長15
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H24～合同実施

Hl6～合同実施（H23を除
〈）

Hl6～H19， H25～合同実施

Hl6， Hl9～合同実施

H24～合同実施

H17， H18． H20～合同実施

H29合同実施

30

管理者研究会（組織運営）
(支部運営における本庁との連携について）
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民事実務（翫訟）研究会
(民事立会部における裁判官と書記官の協働について）
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刑事実務研究会 ．
(刑事事件における裁判官と書記官の協働について）
｡一‐‐ロー‐‐‐や‐。■｡■■ー‐‐一‐‐‐｡ー一○‐一口■‐｡‐｡p■■｡‐‐。■ー‐‐。■一一一‐ー一‐。■。■■b－p■■‐一。■＝■■｡。■‐一。■年。■。■。■一一一年一一一■し一口○一口｡。■。■｡ー一。■。■｡■■‐。■ー‐一一一一－－．■q■＝q■

家事実務研究会
(家庭裁判所の機能充実に向けた職種間連携）

家事特別研究会
(後見人選任の在り方，後見人からの相談対応及び報酬付与の在り方）

少年実務研究会
(少年審判の機能充実に向けた職種間連携）

5/22～24

(1日間）

5/30～31

(1日間）

11/28～29

(1日間）

11/7～11/9

(1.5日間）

10/11～12

(1.5日間）

9/12～14

(1.5日間）

次書29

次調16

次長25

50

50
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調

50
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H24～合同実施

Hl6～合同実施（H23を除
<） 、

Hl6～H19， H25～合同実施

H16， H19～合同実施

H24～合同実施

H17， H18． H20～合同実施

元

管理者研究会（組織運営）
(支部運営における本庁との連携について） ．

民事実務（駈舩）研究会
(民事立会部における裁判官と書記官との協働について）

刑事実務研究会
(刑事事件における裁判官と書記官の協働について） ．

家事実務研究会
(家事事件における家庭裁判所の機能充実に向けた職種間連携，面会交流事件における審理と調査）

家事特別研究会
(基本計画を踏まえた後見人等の選任の在り方， これからの報酬付与の在り方等） ．

少年実務研究会
(少年審判の機能充実に向けた職種間連携）

5/21～23

（1日間）

6/12～13

（1日間）

11/21～22

(1日間）

11/6～11/8

(2.5日間）

10/10～11

(2日間）

9/11～13

(1.5日間）

次番19

次調14

次長27

50

50

０
０
５
５
番
調

50

８
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４
５
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調

H24～合同実施

Hl6～合同実施（H23を除
<）

1116～1119. 1125～合同実施

H16， Hl9～合同実施

H24～合同実施

Hl7， Hlg， H20～合同実施

ワ
ー

家事実務研究会
(家事調停運営の在り方，面会交流事件における審理と調停運営の在り方）

家事特別研究会
(基本計画を踏まえたこれからの後見人等の選任及び報酬の在り方等）

11/5

(1日間）

10/8

(1日間）

書50

調50

50

H16． Hl9～合同実施

TV会議

H24～合同実施
TV会議


